
橿原公苑における自動販売機設置に係る公募について 

 

 奈良県立都市公園に設置する自動販売機については、都市公園法（昭和３１年法律第７

９号）第５条第１項の規定による設置許可に基づき許可できるもので、最も高い金額の使

用料の提案をされた方を、公園施設設置許可申請候補者（以下「候補者」という。）として

選定するものです。 

 

 令和７年１２月１６日 

                     奈良県知事 山下 真 

 

第１ 公募に付する事項 

１． 件名 

自動販売機設置に係る公園施設設置許可 

 

２． 設置期間 

物件番号 K１～K２ 

令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで（２年間） 

 

３． 設置物件 

橿原公苑（橿原市）の県立都市公園に設置する自動販売機 

 

詳細については公募実施要領の別紙①及び別紙②のとおり 

① 公募は、物件番号ごとに１件の提案とします。 

② 複数の物件の公募に参加申込みをすることができます。 

③ 自動販売機部分の幅、奥行きには、放熱余地・転倒防止板等の面積を含んでおり、

自動販売機のサイズを示すものではありません。 

④ 候補者は、設置許可期間中、継続的に自動販売機を設置しなければなりません。 

⑤ 販売品目は、お茶、水、炭酸飲料、コーヒー、紅茶、牛乳、ジュース類等の飲料、

または栄養補助食品とし、酒類、たばこの販売は行わないでください。 

⑥ 自動販売機の設置場所は、公募実施要領の別紙②のとおりです。 

⑦ 事前に各自で自動販売機設置場所の確認を行い、設置を検討している機種を設置

した場合の商品補充、メンテナンスのための扉開閉時の支障の有無等を確認して

ください。 

⑧ 回収ボックスの設置及び使用済み容器の回収は、候補者が行ってください。 

⑨ 設置期間の更新は、行いません。 

⑩ 最低使用料を下回る提案は無効とします。 



⑪ 最低使用料は、設置期間１年あたりの金額であり、消費税及び地方消費税を含ん

だ額です。 

⑫ 最低使用料には、光熱水費等を含みません。 

⑬ 候補者は速やかに都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第５条第１項の規定に

よる自動販売機設置に係る公園施設設置許可の申請手続きをしてください。 

 

第２ 公募に参加する者に必要な資格 

 次の要件を全て満たす法人又は個人に限り参加することができます。 

１． 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者 

２． 当該公募にかかる契約を締結する能力を有する者及び破産者で復権を得た者 

３． 次のいずれかに該当する者で、その事実があった後３年を経過しない者でない者 

（１） 奈良県との契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は

物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

（２） 奈良県が実施した競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた

者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した

者 

（３） 落札者が奈良県と契約を締結すること又は奈良県との契約者が契約を履行す

ることを妨げた者 

（４） 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定により、

奈良県が実施する監督又は検査に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

（５） 正当な理由がなくて奈良県との契約を履行しなかった者 

（６） 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）又は奈良県立都市公園条例（昭和３

５年３月３１日奈良県条例第１１号）の規定による罰則、監督処分等を受け

た者 

（７） （１）から（６）のいずれかに該当する者で、その事実があった後３年を経

過しない者を契約の履行に当たり代理人､支配人､その他の使用人として使用

した者 

４． 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号から第６号の規定に該当しない者かつ（１）から（８）までのいずれにも該

当しない者 

（１） 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する個人 

（２） 役員等が、暴力団員であると認められる法人その他の団体又は個人 

役員等とは、「法人にあっては役員（非常勤である者を含む。）及び支配人並    

びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の

責任を有する者を、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所



を代表する者」をいう 

（３） 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる法人その他

の団体又は個人 

（４） 役員等が、その属する法人その他の団体、自己若しくは第三者の不正の利益

を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利

用していると認められる法人その他の団体又は個人 

（５） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与して

いると認められる法人その他の団体又は個人 

（６） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

と認められる法人その他の団体又は個人 

（７） 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用し

ていると認められる法人その他の団体又は個人 

（８） 役員等が、前記４に該当しない者の依頼を受けて入札に参加しようとする法

人その他の団体又は個人 

５． 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）

に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でない者 

６． 奈良県建設工事等請負契約に係る入札参加停止等措置要領の規定に基づく入札参加

停止措置を受けていない者 

７． 奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止の期間

中でない者 

８． 法人にあっては奈良県に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては奈良県内で

事業を営んでいる者 

９． 自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する３年以上の実績を有する者 

10．奈良県税の滞納がない者 

 

第３ 公募参加申込書及び公募実施要領の配布期間並びに配布場所 

１． 配布期間 

令和７年１２月１６日（火）～令和８年１月１５日（木）（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。)の午前

９時から午後５時（ただし、正午から午後１時は除く。）まで 

２． 配布場所 

奈良県地域創造部スポーツ振興課ホームページよりダウンロード 

   https://www.pref.nara.jp/2610.htm 

 

第４ 問い合わせ先 



奈良県地域創造部スポーツ振興課（スポーツ振興企画係） 

   電話：０７４２－２７－５４２１ 

 

第５ 公募参加申込みの方法 

１． 公募参加申込書に必要事項を記載し、第２に記載の資格のある者であることを誓

約する書面等添付書類を添えて、郵送又は持参の方法により申し込むこと。 

（１） 公募参加申込書及び添付書類（以下「申込書等」という。）を郵送する場合 

① 送付先 

〒６３０－８５０１ 奈良市登大路町３０番地 

奈良県地域創造部スポーツ振興課（スポーツ振興企画係） 

② 受付期間 

令和７年１２月１６日（火）～令和８年１月１５日（木）午後５時まで

に到着したものに限り、受け付けます。 

③ 郵送方法 

書留郵便に限ります。 

（２） 申込書等を持参する場合 

① （１）①の送付先に同じ 

② 受付期間 

令和７年１２月１６日（火）～令和８年１月１５日（木）（日曜日、土曜

日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。）の午前９時から

午後５時（ただし、正午から午後１時は除く。）まで 

２． 受付期間に申込書等を提出しない者は、この公募に参加することができません。 

３． 公募参加申込みがあったときは、公募参加資格の有無について確認し申込者に書

面で通知します。 

 

第６ 公募に関する説明及び現地説明 

実施しません。設置場所については、橿原公苑において確認していただくことができま

す。 

 

第７ 提案書の提出方法 

１． 応募は、郵送に限ります。 

（１） 送付先 

第５の１．（１）①の送付先に同じ 

（２） 提出期間 

令和８年１月３０日（金）から令和８年２月１３日（金）午後５時までに到

着したものに限り受け付けます。 



（３） 郵送方法 

書留郵便に限ります。 

２． 提案金額について、消費税及び地方消費税を含んだ金額を記入してください。な

お、それぞれについて最低使用料が設定されていますので、注意してください。 

提案書は、物件番号につき１通とし、不備があった場合等も再提出は認めません。 

 

第８ 提案書の審査日時及び場所 

１． 日時 

令和８年２月１７日（火）午後２時 審査 

立会を希望する場合は、所定の時刻の５分前までに審査場所にお越しください。所

定の時刻に遅れた場合は、入室することはできません。立会者の入室は１名とし、

審査時間中の途中退出は認めますが、再度の入室は一切認めません。 

２． 審査の場所 

入札室（奈良市登大路町３０番地 奈良県庁情報管理棟地下１階） 

 

第９ 提案の無効 

 次のいずれかに該当する提案は、無効とします。 

１． 実施要領に記載する公募参加資格のない者のした提案 

２． 提案書に記名押印を欠く提案 

３． 提案書の重要な文字の脱落などにより必要な事項を確認できない提案 

４． 提案書記載の金額を加除訂正した提案 

５． 同一提案者がなした同一事項についての２以上の提案 

６． 提案に際して公正な公募の執行を害する行為があったと認められる提案 

７． その他、公募に関する条件に違反した提案 

８． 虚偽の申請を行った者のした提案 

９． 実施要領に違反した提案 

 

第１０ 候補者の決定方法 

 提案金額が最低使用料の金額以上で、かつ、最高の金額をもって有効な提案を行った

者を候補者とします。 

  

第１１ 公園施設設置許可手続き 

１． 許可申請 

候補者は都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第５条第１項の規定による、自動

販売機設置に係る公園施設設置許可申請手続きをしなければなりません。申請の様

式や記入例等は、別添「設置許可申請書（第４号様式（第８条関係））」「［記入例］



設置許可申請書（第４号様式（第８条関係））」の通りです。 

２． 申請書提出期限 

令和８年３月２日（月）とします。候補者となった者は速やかに申請に関する手

続き（添付書類等）について協議を行ってください。 

申請しない場合は、候補者の資格を取り消します。期日までに提出できない事情

がある場合は、あらかじめ個別に公園管理者と協議の上、指示を仰いでください。 

３． 手続きにおいて使用する言語及び通貨 

日本語及び日本通貨とします。 

４． 使用料の支払い方法 

許可後、速やかに（県が発行する納入通知書により別途指定する納期限までに）

年度毎に当該年度の使用料を納付しなければなりません。 

 

第１２  その他 

  詳細は、公募実施要領によります。 


